
一般競争入札の実施について（公募） 

 

一般財団法人新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 一般廃棄物収集運搬業務委託

について、下記のとおり一般競争入札を行います。 

 

令和７年１月 14日 

 

一般財団法人新潟県地域医療推進機構 

魚沼基幹病院 病院長  鈴木 榮一 

 

１ 入札の概要 

（１）種類及び見込排出量 

種類 内 容 見込排出量／年 収集頻度 

燃やせるごみ 紙類、生ごみ、木・革類、

ペットボトルなど 
190,548kg 

毎日 

（日曜・祝日を除く） 

燃やせないごみ 空き缶、空き瓶、乾電池、

金属、ガラス類、陶磁器、

体温計、傘など 

3,600kg 
毎日 

（日曜・祝日を除く） 

資源ごみ 段ボール、新聞紙、雑誌 

など 
27,780kg 

毎日 

（日曜・祝日を除く） 

※排出量はあくまで見込であり、その内容を保証するものではない点に留意すること。 

（２）業務の仕様等 

事業系一般廃棄物収集運搬業務委託仕様書（以下「業務仕様書」という。）によ

る。 

（３）契約期間 

令和７年４月１日 から 令和 10年３月 31 日 まで 

（４）業務実施場所 

業務仕様書による。 

 

２ 入札参加資格  

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）新潟県から指名停止措置を現に受けていない者であること。 

（３）新潟県暴力団排除条例（平成 23 年新潟県条例第 23号）第２条に定める暴力

団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこ

と。 

（４）魚沼市内又は南魚沼市内に本社又は営業所等が所在する者であること。 

（５）別紙「一般廃棄物収集運搬業務委託仕様書」で定める内容に基づき業務を遂行

することができる者であること。 



（６）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）の規定により必

要な一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けていること。 

 

３ 入札者に求められる義務 

（１）入札に関する質問がある場合、令和７年１月 16 日（木）までに質問書（別紙様

式１）にその内容を記載し、電子メールにより提出することとし、電子メール送付

後に後記９まで電話にて電子メールを送信した旨の連絡を行うこと。 

（２）本案件の入札に参加を希望する者（以下「入札参加希望者」という。）は次の書

類を作成し、令和７年１月 23 日（木）までに持参又は郵送により後記９に提出す

ること。 

なお、一旦提出した書類等を変更することはできない。 

【提出書類】 

ア 入札参加申請書（別紙様式２） 

イ 暴力団等の排除に関する誓約書（別紙様式３） 

ウ 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

（３）入札参加希望者は、上記（２）の書類等について、入札日前日までの間に財団か

ら説明を求められた場合は、それに応ずるものとする。 

（４）財団は、提出書類に基づき審査を行い、仕様の可否及び入札参加の可否を決定す

るので、入札参加希望者は、令和７年１月 27 日（月）以降、審査結果を後記９に

問い合わせること。 

なお、審査の結果、不適合となった場合、当該仕様で入札に参加することができ 

ない。 

 

４ 入札及び開札の方法 

（１）入札書は「別紙様式４」を使用すること。 

なお、代理人が入札に参加する場合は、委任状（別紙様式５）を提出の上、入札

書に代理人の職氏名を記入し、委任状の使用印と同じ印鑑を押印すること。（代表

者の氏名、押印は不要。） 

（２） 入札書は、封筒に入れ密封の上、封筒の表書きとして「入札者の商号又は名称」、

前記１の「入札、開札の日時」及び「入札件名」を記入し、提出すること。 

（３）落札決定に当たっては、入札書に記入された金額に当該金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記入すること。 

（４）入札者は、一旦提出した入札書の書き換え、又は撤回をすることができない。 

（５）開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格での入札がな

いときは、再入札を行うものとする。 

なお、後記５の各号のいずれかに該当する無効入札をした者は、再入札に加わる



ことができない。 

（６）再入札は１回とし、落札者のない場合は、最終の入札において有効な入札を行っ

た者のうち、最低金額を記入した入札者等と随意契約の交渉を行うことがある。 

 

５ 入札の無効 

次の各号に該当する入札は、これを無効とし、入札の効力は、入札執行職員が決定

する。この場合、当該入札者はその決定に対し異議を申し立てることはできない。 

（１）入札公告に定めた参加資格のない者がした入札又は代理権の確認を受けない代

理人のした入札 

（２）入札書の記入事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難

い入札 

（３）同一の入札者が２以上の入札をしたときは、その全部の入札 

（４）脅迫その他不正な行為によってした入札 

（５）再入札を行うこととなった場合において、初回入札最低価格以上の価格を記入し

た入札 

（６）入札者が不当に価格のせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の

行為をしたと認められるときは、全部の入札 

（７）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

６ 落札者の決定方法 

（１）予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者はくじ引きを辞

退できないものとし、くじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係の

ない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。 

なお、代わってくじを引く者は、財団職員とする。 

 

７ 入札、開札の日時及び場所 

（１）入札、開札の日時 

令和７年１月 31日（金）午前 10時 00 分から 

（２）開札場所 

魚沼基幹病院 センター棟１F 多目的ホール 

 

８ その他 

（１）契約保証金 

免除する。 

（２）契約書作成の要否 

要：電子契約 

（３）契約条項 



   別添「事業系一般廃棄物収集運搬業務委託契約書（案）」による。 

（４）支払条件 

   財団の確認を受けて算出し、適正な請求書に基づいて支払う。 

 

９ 問い合わせ先 

〒949-7302 南魚沼市浦佐 4132 番地 

一般財団法人新潟県地域医療推進機構 

魚沼基幹病院 事務部総務課施設用度係 

電話番号 025（777）3200（代） 

メールアドレス ukb-shisetsu@ncmi.or.jp 


